
東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 広報誌等文書配布事業 整理番号 1302-002

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 ５　住民と行政との協働体制の推進 所 属 長 谷藤 哲也

主な施策 １　広報・広聴活動の充実 電話番号 82-6302

第２次
総合計画体系

政策目標 ６　みんなで支え合うまち 担当部署 企画課

根拠法令等 東みよし町広報誌等の送料有料化に伴う事務処理要綱

事業実施方法区分

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　配布文書を取りまとめ、毎月発行日前日に企画課および配布文書担当課によって文書の封入をする。
　毎月10日（閉庁日の場合は翌開庁日）に配布をしており、配布箇所は平坦地区を4ヶ所（加茂、三庄、昼
間、足代）に分け企画課職員と配布文書担当課職員で各地区の自治会長に配達する。自治会加入世帯
への配布は、自治会長を通じて行われる。山間地区については重量別に分け、安価な業者に依頼し発送
している。他にも個人送付を希望された方に郵送料を納付してもらい送付している。
　自治会長は行政協力員団体傷害保険（924円×144人）に加入している。町民以外にはふるさと納税寄
附の特典として、寄附のあった月より2年間送付しており、他にも公共機関や町内コンビニにも配布してい
る。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　広報誌と各課の文書を一纏めにすることで郵送費用を抑制できている。
　封入方法の変更により、これまでの配布日の煩雑さが改善され、封入時の数間違いなどが減った。
　郵便法の改正の影響で10日が閉庁日の場合の郵送日が固定化された。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

自治会加入世帯
直接送付希望世帯

対 象 者
自治会 3,984世帯
直接送付 18世帯

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　住民の方々に対して、行政情報等の周知を公平かつ迅速に行うため。

  うち繰越分↓

486,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 478,100
  うち繰越分↓

470,567
  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓   うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓
472,000

  うち繰越分↓
 その他(d) 423,040

  うち繰越分↓
15,680

  うち繰越分↓
17,000

  うち繰越分↓
うち受益者負担 423,040

  うち繰越分↓
15,680

  うち繰越分↓
14,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 55,060

  うち繰越分↓
454,887

項 1 総務管理費 目 2 文書広報費

特定財源の名称・金額 広報誌等送料負担金 15,680円

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 2 総務費

郵便（ゆうメール・ゆうパック）代 166,015円　クロネコDM便代 120,150円　行政協力員傷害保険代
134,125円　配達用袋等消耗品代 50,277円

備　 考 　広報誌等送料負担金はその他収入へ繰入れ、広報誌等文書配布事業へ充当。

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


